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福岡市障がい者差別解消条例ができるまでの道のり

2006 国連で障害者権利条約が採択される

● 障がいのある人もない人と同じように、当たり前の権利と自由を認め、
社会の一員として尊厳をもって生活すること

● 身体などの機能障がいがある人と、環境によるバリア・周囲の人たちの態度など、
との相互作用こそが障がいである

「私たち抜きで私たちのことを決めないで！」

2010
● 委員の過半数を当事者で占める会議
● 権利条約批准に向けての国内法整備が目的

日本 障害者制度改革推進会議が始まる

2011
● 全ての国民が差別されず尊重される共生社会の実現
●「合理的配慮」が日本で初めて法律で明記された

日本 改正障害者基本法施行

2013
● 「差別の禁止」「合理的配慮」の行政や事業所等に義務化
   (一部努力義務）

日本 障害者差別解消法成立
6月

2013 福岡市に障がい者差別禁止条例をなくす会 発足

● 40を超える関係団体や個人が参加
● 2015年 差別体験アンケート調査実施

8月

2014 日本 障害者権利条約を批准（参加国になる）

2016 日本 障害者差別解消法施行

2019 福岡市障がい者差別解消条例
2019年1月1日施行

2020 福岡市障がい者差別禁止条例をつくる会から
障がい者差別をなくす会として再スタート
● 2021年 差別体験アンケート調査 実施
● 施行後3年目の見直しに向けて推進会議で協議中
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誰もが暮らしやすい街になるために

福福岡岡市市障障ががいい者者差差別別解解消消条条例例
ができて 年が経ちました

福福岡岡市市障障ががいい者者差差別別ををななくくすす会会 代代表表 向向井井 公公太太

「「福福岡岡市市障障ががいいをを理理由由ととすするる差差別別ををななくくしし障障ががいいののああるる人人ももなないい人人もも共共にに生生ききるるままちちづづくくりり条条例例」」

（通通称称：：福福岡岡市市障障ががいい者者差差別別解解消消条条例例）は平成 （ ）年１月１日に施行されました。

年に千葉県で国内初の障がい者差別禁止条例ができて以降、北海道、岩手県、さいたま市、

熊本県など、各自治体で条例の制定が進みました。

福岡市では平成 （ ）年、 を超す障がい者団体や関係者による「福福岡岡市市障障ががいい者者差差別別禁禁

止止条条例例ををつつくくるる会会」（以下つくる会）が発足しました。差別体験アンケートの実施、行政との度重な

る協議を重ね、 年間の粘り強い運動の結果、福岡市でも条例が施行されました。

それに伴い、「つくる会」は「福福岡岡市市障障ががいい者者差差別別ををななくくすす会会（（以以下下ななくくすす会会））」へと引き継がれ、

年が経ちました。現在は、なくす会では、条例を通して、障がいのある人々が、より住みやすい社

会になるための運動に進んでいます。

福岡市が設置する差別解消推進会議には 名、相談部会には 名の委員をなくす会から出し意見を述

べます。

また障がいのある人もない人も、より暮らしやすい福岡市をつくるための条例改正に向けて会の内部

や福岡市とも協議を続けています。条例制定後の変化や現状を確認するために、当事者や市民へのア

ンケートも実施し、差別がなくなることを目指して活動を続けています。

障がい等のある人の割合は福岡市民の約 ％です。

また福岡市の令和 年の市民意識調査で、条例の存在そのものを知らない市民が 割にも上ることが

明らかになりました。

障がいの有無に関わらず誰もが生きやすい福岡市にするためには、より多くの人にも、障がいや障が

い者に対する理解が進み協力が得られるような取り組みが重要です。

条例をつくるから差別をなくす取り組みへの深化は、なくす会の本命であろうと思っていますし、

この大きな道筋を見失ってはいけないと考えます。

市民がお互いを理解し、住みやすい福岡市にし

ようとしなければ、決して誰もが生きやすい福岡

市づくりに向けて前進はないでしょう。このこと

について、なくす会の会員の皆様と会員ではない

方のご意見を聞きながらさらに取組みを進めてい

かなければと思います。

皆様のご理解とご協力をお願いする次第です。
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